
※「基本方向」及び「施策の方向」の色部分を平成２５年度の重点事項の項目とする。

【 目 標 】 【 基 本 方 向 】 【 施 策 の 方 向 】 【 重 点 事 項 の 内 容 】 【主な関係部】

（１）広報・啓発活動の充実
（２）調査の充実
（３）情報収集・提供の充実
（４）メディア等における男女平等の理念への配慮
（５）国際交流・国際理解･国際協力の促進

（１）家庭における男女平等教育の推進 環 境 生 活 部

第２次北海道男女平等参画基本計画体系及び平成２５年度重点事項一覧

◆家庭内において、固定的な性別役割分担意識にとらわれない家事、育児、介護など男女が平等に共同して

１男女平等参画の啓発の推進
Ⅰ

男女平等参画の実現に向けた
意識の変革

（１）家庭における男女平等教育の推進 環 境 生 活 部

（２）学校における男女平等教育の推進 教 育 庁

（３）社会における男女平等教育の推進

（１）性の尊重についての認識の浸透
（２）女性への暴力根絶についての認識の浸透

（１）審議会等への女性の登用の促進
（２）役職等への女性の登用の促進

（１）家庭生活への男女の平等参画の促進 環 境 生 活 部

（２）仕事と生活の調和に関する意識啓発 保 健 福 祉 部

（３）育児、介護の支援体制の充実 経 済 部
教 育 庁

◆家庭内における家事･育児･介護への男女平等参画について意識の啓発を行うとともに、仕事と家庭生活との
両立のための制度の定着促進、仕事と生活の調和をとりながら暮らすことの大切さについて啓発を進める。

また、男性も女性も、仕事と育児･介護の両立ができるよう、育児・介護休業制度の普及・啓発に努めると
ともに、様々な家庭の実情や多様な就業形態に対応した、育児・介護の支援体制の充実を図る。

２男女の職業生活と家庭生活の両立の支援

２男女平等の視点に立った教育の推進
◆家庭内において、固定的な性別役割分担意識にとらわれない家事、育児、介護など男女が平等に共同して
担っていく意識の醸成について、啓発を進める。

また、学校において、児童生徒の発達段階に応じ、男女の互いの人権の尊重、男女の相互理解と協力の重要
性、家庭生活の大切さなどについて指導の充実を図るとともに、主体的に職業選択や生活設計ができるように
するため、性別にとらわれない教育観に立った進路指導、就職指導の充実を図る。

１政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
Ⅱ

３性の尊重など女性の人権についての認識の浸透

家庭・職場・地域社会におけ
る男女平等参画の促進

（１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保 環 境 生 活 部

（２）職業能力開発の充実 経 済 部

（３）再就業への支援
（４）多様な働き方への支援
（５）パートタイム労働者や派遣労働者等の雇用環境の整備

（１）農林水産業・自営業における男女平等参画の促進
（２）農林水産業・自営業における労働環境の整備

（１）地域活動の促進
（２）ＮＰＯ等の市民活動の促進
（３）地域リーダーの養成
（４）社会活動拠点の充実

（１）男女平等参画を阻害する暴力根絶に対する取組の充実

◆就労の場において、性別による固定的な役割分担意識を解消し、募集・採用、配置・昇進などについて男女
平等をめざすために、法や制度の周知徹底に努める。３就労等の場における男女平等の確保

４農林水産業・自営業における男女平等参画の促進

５地域社会における男女平等参画の促進

６男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の根絶
（女性へのあらゆる暴力の根絶）

（１）学習機会の提供、充実
（２）生涯学習関連施設の充実
（３）学習情報の提供機能や相談体制の充実

（１）健康づくりの推進
（２）保健医療体制の充実
（３）母子保健の推進
（４）女性の健康をおびやかす問題への対策の推進

（１）生きがいと社会参加の促進
（２）経済的安定の確保と住環境の整備
（３）介護･看護サービスの充実
（４）障がいのある人への配慮

（１）相談業務の充実
（２）相談・支援機能の充実４相談・支援機能の充実

２生涯にわたる健康づくりの推進

３高齢者等が安心して暮らせる環境の整備

Ⅲ
多様なライフスタイルを可能
にする環境の整備

１生涯学習の推進

（女性へのあらゆる暴力の根絶）
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